








■地区計画の届出手続き

〈届出に必要な行為〉
・届出に必要な行為は下記のとおりです。
・届出が必要かどうか判断が難しいときには、都市計画課までお問い合わせください。

行 為 内 容 説 明

建築物の建築

「建築物」には車庫、物置、建築物に附属する門又は塀などが含ま
れます。
「建築」とは、新築・増改築・移転のことをいいます。（建築確認
の不要な、10㎡以内の建築も含む）

工作物の建設 「工作物」には、垣・柵・塀・門・広告物・看板などをいいます。

建築物、工作物の形態・意匠の変
更

建築物等の屋根・外壁の色彩の変更及び、垣又は柵の変更などをい
います。

土地の区画形質の変更 切土・盛土及び区画等の変更
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〈届出から工事着工までの流れ〉



〈届出の方法〉

１．届出書類 （正・副２部提出）

位 置 図 …… 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共

施設を表示する図面で縮尺1,000分の１以上のもの

設 計 図 …… 縮尺１００分の１以上のもの

求 積 図 …… 土地の区域面積を算出する図面で縮尺１００分の１以上のもの

配 置 図 …… 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺１００分の１

以上のもの

立 面 図 …… ２面以上で建築物又は工作物に施す色彩と同一の彩色が施された縮尺５０分の

（カラー） １以上のもの

平 面 図 …… 各階平面図で縮尺５０分の１以上のもの

外 構 図 …… 垣、柵、門柱等の配置と構造が把握できるもの

２．届出先 狭山市 都市建設部 都市計画課

３．届出方法 窓口または狭山市公式ホームページの申込フォーム

⇦申込フォームはこちら

４．期 日 工事（行為）着手の30日前まで

※届出の行為（設計又は施工方法）を変更した場合は、

再度「変更届出書（添付書類を含む）」を提出してください。

〈問い合わせ先〉

狭山市 都市建設部 都市計画課

電話 04-2953-1111（内線2215）

⇦地区計画の概要についての狭山市公式ホームページはこちら
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建築物、工作物の建設または
用途の変更

○ ○ ○ ○ ○ ○ 代理者が届出を
行う場合、
委任状
を添付してくだ
さい。

建築物、工作物の形態または
意匠の変更

○ ○ ○

土地の区画の変更 ○ ○ ○
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